
別
表
第
二
の
定
常
走
行
騒
音
の
項
の
区
分
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

定
常
走
行
騒
音

第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
六
十
五
条
第
二
項
の
測
定
に
係
る
も
の

第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
六
十
五
条
第
二
項
の
測
定
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の

別
表
第
二
の
定
常
走
行
騒
音
の
項
の
測
定
方
法
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
が
日
本
工
業
規
格
Ｄ
八
三
〇
一
に
規
定
す
る
路
面
を
原
動
機
の
最
高
出
力

時
の
回
転
数
の
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
走
行
し
た
場
合
の
速
度
（
そ
の
速
度
が
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

毎
時
を
超
え
る
自
動
車
（
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
に
限
る
。）を
除
く
。）に
あ
つ
て
は
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

毎
時
、
そ
の
速
度
が
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を
超
え
る
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
に
限
る
。）及
び
第
二
種

原
動
機
付
自
転
車
に
あ
つ
て
は
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
、
そ
の
速
度
が
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を
超

え
る
第
一
種
原
動
機
付
自
転
車
に
あ
つ
て
は
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）
で
走
行
す
る
場
合
に
、
走
行
方

向
に
直
角
に
車
両
中
心
線
か
ら
左
側
へ
七
・
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
上
高
さ
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
お

け
る
騒
音
の
大
き
さ
を
測
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
牽け
ん

引
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
被
牽け
ん

引
自
動
車
を

連
結
し
た
状
態
で
走
行
す
る
場
合
の
騒
音
の
大
き
さ
も
測
定
す
る
。

自
動
車
又
は
原
動
機
付
自
転
車
が
乾
燥
し
た
平
た
ん
な
舗
装
路
面
を
原
動
機
の
最
高
出
力
時
の
回
転
数
の

六
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
回
転
数
で
走
行
し
た
場
合
の
速
度
（
そ
の
速
度
が
三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を
超
え

る
自
動
車
及
び
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車
に
あ
つ
て
は
三
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
、
そ
の
速
度
が
二
十
五

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
を
超
え
る
第
一
種
原
動
機
付
自
転
車
に
あ
つ
て
は
二
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
）
で
走

行
す
る
場
合
に
、
走
行
方
向
に
直
角
に
車
両
中
心
線
か
ら
左
側
へ
七
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
上
高
さ
一
・
二

メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
お
け
る
騒
音
の
大
き
さ
を
測
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
牽け

ん

引
自
動
車
に
あ
つ
て

は
、
被
牽け
ん

引
自
動
車
を
連
結
し
た
状
態
で
走
行
す
る
場
合
の
騒
音
の
大
き
さ
も
測
定
す
る
。
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平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
以
前
に
製
作
さ
れ
た
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車
（
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で

の
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車
及
び
輸
入
さ
れ
た
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車
以
外
の
第
二
種
原
動
機
付
自
転
車
で
あ

つ
て
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
以
降
に
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
型
式
に
つ
い
て
認
定
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、第
六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
二
十
一
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
同
令
第
六
十
二
条
の
三
第
五
項
の
検
査
の
際
、
別
表
第
二
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
測
定
し
た
定
常
走
行
騒
音
及
び
加
速
走
行
騒
音
の
大
き
さ
が
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え

な
い
構
造
で
あ
れ
ば
よ
い
。

一

定
常
走
行
騒
音

七
十
デ
シ
ベ
ル

二

加
速
走
行
騒
音

七
十
二
デ
シ
ベ
ル

別
表
第
二
加
速
走
行
騒
音
の
項
中
「
乾
燥
し
た
平
た
ん
な
舗
装
路
面
」
を
「
日
本
工
業
規
格
Ｄ
八
三
〇
一
に
規
定

す
る
路
面
（
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
六
十
五
条
第
二
項
の
測
定
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
乾
燥
し

た
平
た
ん
な
舗
装
路
面
）」に
、「
、
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
、
牽け

ん

引
自
動
車
」
に
、「
被
け
ん
引
自
動
車
」
を
「
被
牽け
ん

引

自
動
車
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
中
、
第
一
条
及
び
第
二
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
第
三

条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
、
第
五
条
並
び
に
附
則
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定

は
、
平
成
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

輸
入
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
っ
て
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
第
百

八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
備
え
る
騒
音
防
止
装
置
に
対
す
る
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
条
第

四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
四
年
八
月
三
十
一
日
（
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
の

保
安
基
準
第
五
十
八
条
第
百
八
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
五
年
八
月
三
十
一

日
）
ま
で
は
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
条
第
四
項
中
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、「
第
五
十

八
条
第
百
七
項
及
び
第
百
八
項
」
と
す
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
各
項
を
加
え
る
。

第
一
条
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
一
条
第
十
五
項
及
び
第
十
六
項
の
改
正
規
定
中「
第
二
項
、

第
四
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
自
動
車
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
普
通
自
動

車
、
小
型
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。）及
び
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。）並
び
に
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と

す
る
二
輪
自
動
車
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
自
動

車
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
普
通
自
動
車
、
小

型
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。）及
び
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。）の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以

外
の
も
の
」
に
、「
第
六
項
及
び
第
七
項
の
運
輸
大
臣
が
指
定
す
る
自
動
車
」
を
「
第
二
項
及
び
第
四
項
の
自
動
車
以

外
の
自
動
車
で
あ
つ
て
運
輸
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
条
第
十
九
項
の
改
正
規
定
中
「
第
二
項
、
第
四

項
及
び
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
自
動
車
」
を
「
ガ
ソ
リ
ン
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
を
燃
料
と
す
る
普
通
自
動
車
、

小
型
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。）及
び
軽
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。）並
び
に
ガ
ソ
リ
ン
を
燃
料
と
す
る

二
輪
自
動
車
」
に
改
め
、
同
令
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
中
「
第
九
十
五
項
」
を
「
第
百
一
項
」
に
改

め
、
同
令
第
五
十
八
条
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
自
動
車
」
を
「
第
三
十

一
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
自
動
車
以
外
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。）」
に
改
め
、

同
条
第
二
十
二
項
第
三
号
、
第
二
十
四
項
第
三
号
、
第
二
十
八
項
第
三
号
、
第
三
十
項
第
三
号
、
第
三
十
三
項
第
三

号
、
第
三
十
四
項
第
三
号
、
第
三
十
六
項
第
三
号
、
第
五
十
一
項
第
三
号
、
第
五
十
三
項
第
三
号
、
第
五
十
七
項
第

三
号
、
第
六
十
項
第
三
号
、
第
七
十
四
項
第
三
号
、
第
七
十
五
項
第
二
号
、
第
八
十
七
項
第
三
号
及
び
第
八
十
八
項

第
二
号
の
改
正
規
定
中
「
第
三
十
一
条
第
十
四
項
各
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
九
十
項
の
改
正
規
定
中
「
削
り
」
の
下
に
「
、
同
条
第
九
十
五
項
中
「
第
三
十
一
条
第
十
四
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
九
十
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
条
第
十
四
項
第
一
号
」
を
「
第
三

十
一
条
第
二
十
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
完
成
検
査
等
の
際
、
同
条
第
二
十
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第

九
十
六
項
中
「
第
三
十
一
条
第
十
五
項
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、「
第
九
十
項
の
規
定
に
よ
る
ほ

か
」
を
削
り
、「
同
条
第
十
四
項
第
二
号
」
を
「
同
条
第
二
十
一
項
第
二
号
」
に
改
め
」
を
加
え
、
同
条
に
二
項
を
加

え
る
改
正
規
定
中
「
95
」
を
「
101
」
に
、「
第
三
十
一
条
第
十
四
項
各
号
」
を
「
第
三
十
一
条
第
十
四
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
」
に
、「
96
」
を
「
102
」
に
、「
第
三
十
一
条
第
六
項
及
び
第
七
項
の
自
動
車
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項

及
び
第
四
項
の
自
動
車
以
外
の
普
通
自
動
車
及
び
小
型
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
を
除
く
。）」
に
改
め
、
別
表
第
六
の

次
に
別
表
第
七
及
び
別
表
第
八
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
三
十
一
条
の
二
」
の
下
に
「
、
第
五
十
八
条
」
を
加
え

る
。

101

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
運
輸
省
令
第
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
第
百
八
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
自
動
車
に
つ
い

て
新
規
検
査
又
は
予
備
検
査
を
申
請
す
る
者
は
、
当
該
自
動
車
が
同
項
の
規
定
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

102

輸
入
さ
れ
た
自
動
車
で
あ
つ
て
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
二
年
運
輸
省

令
第
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
八
条
第
百
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
に
対
す
る
第
六
十
二
条
の
四
の
規
定
の
適
用
又
は
準
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
第
三
十
条
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
、「
第
五
十
八
条
第
百
八
項
」
と
す
る
。

（
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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